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船舶インシデント調査報告書 

                            

平成３０年４月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成２９年３月１３日 ０９時０５分ごろ（日本時間） 

発生場所 アメリカ合衆国北マリアナ諸島アグリハン島北東方沖 

 （概位 北緯２０°２４.０′ 東経１４９°３０.０′） 

インシデントの概要  漁船第三十五開
かい

洋
よう

丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過  平成２９年５月９日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十五開洋丸、３７９トン 

 １３０７０３、開洋漁業株式会社 

 ５４.５６ｍ×８.７０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６９８kＷ、昭和６３年１０月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ６６歳 

 四級海技士（機関） 

   免 許 年 月 日 昭和５０年４月１８日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年３月１１日 

  免状有効期間満了日 平成３１年５月２９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか２１人（日本国籍５人、インドネシア

共和国籍１６人）が乗り組み、漁場に向け、平成２９年３月９日静岡

県焼津市焼津漁港を出港し、アグリハン島の北東方沖を航行中、１３

日０９時０５分ごろ、機関士が主機３番シリンダのクランク室付安全

弁から白煙が噴出していることを認めて機関長に報告し、主機を停止

した。（写真１参照） 
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写真１ 主機の状況 

本船は、機関長が、シリンダヘッドを開放し、３番シリンダのピス

トンを抜き出して点検したところ、シリンダライナ内側にスカッフィ

ング（摩擦による溶着に伴う引っ掻
か

き傷）及びピストンリング等４本

が固着しているのを認め、短時間での修理が困難と判断した。（写真

２、写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ３番シリンダのシリンダライナの状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ ３番シリンダのピストンの状況 

本船は、僚船に救援を依頼し、１５時００分ごろえい
．．

航が開始さ

れ、その後船主が手配したタグボートに引き継がれ、アメリカ合衆国

グアム港に入港した。 

 その他の事項 

 

 主機は、過給機付４サイクル６シリンダのディーゼル機関で、機関

室の中央に据付けられており、各シリンダには船首側から順に番号が

固着したピストンリング等 

船首側 

船尾側 

３番シリンダのク

ランク室付安全弁 
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付されていた。 

 潤滑油は、油受から主機直結の潤滑油ポンプで吸入加圧され、約

４.２kg/cm2 の圧力で潤滑油系統の注油管主管を経由し、各シリンダ

の潤滑油注油配管からクランク軸、ピストン等を冷却及び潤滑した

後、油受に戻って循環するようになっていた。 

 機関長は、本インシデントが発生する約５年前から本船に乗り組ん

でおり、当初から、潤滑油系統の配管を構成する潤滑油こし器のゴム

製ガスケット（以下「本件ガスケット」という。）がないことを知っ

ていたが、主機の運転に支障がなかった。 

 機関長は、本インシデント後、２番及び３番シリンダへの潤滑油注

油配管から細切れとなった本件ガスケットを発見した。 

機関長は、３番シリンダへの潤滑油注油配管に滞留していた細切れ

の本件ガスケットが同注油配管の曲がり部で詰まり、閉塞気味になっ

たので３番シリンダに供給されていた潤滑油の注油量が減少し、焼付

きを起こしたと本インシデント後に思った。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 本件ガスケット 

機関長は、自分が乗り組む前の状況は分からないものの、潤滑油こ

し器を取り外して清掃する際、本件ガスケットも潤滑油も黒色なの

で、潤滑油系統の配管内に混入しても気付かないのではないかと本イ

ンシデント後に思った。（写真５参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 潤滑油こし器周辺の状況 

本インシデント後、機関製造会社による点検が行われ、調査結果報

告書によれば、次のとおりであった。 
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(1) ３番シリンダのピストンにおいて、１番から３番までのピスト

ンリング及び１番のオイルリングがそれぞれ固着しており、１番

から３番までのピストンリングにスカッフィングを生じていた。 

(2) ３番シリンダのシリンダライナ摺
しゅう

動面にスカッフィングを生じ

ていた。 

(3) ３番シリンダのシリンダライナ外周の冷却水側に錆が生じてお

り、内周側の発熱によると思われるＯリングの一部欠損と損傷が

生じていた。 

(4) ３番シリンダの潤滑油注油量が減少したので、潤滑油主管につ

いて主軸受注油穴から点検を行ったところ、２番及び３番シリン

ダへの潤滑油注油配管にゴム系の異物があることが発見され、同

異物を取り除いたところ、正常な注油量に回復した。 

(5) 発見されたゴム系の異物は、潤滑油こし器周辺のガスケットに

類似しており、約５年前から混入していた可能性があると考えら

れるが、その時期は特定できなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、アグリハン島の北東方沖を航行中、主機潤滑油系統の配管

内に混入した細切れの本件ガスケットが、潤滑油注油配管を閉塞した

ことから、３番シリンダへの潤滑油注油量が減少し、同シリンダの冷

却が阻害され、焼き付いて主機の運転ができなくなり、運航不能とな

ったものと考えられる。 

本件ガスケットは、過去に潤滑油こし器を取り外して清掃した際、

潤滑油系統の配管内に混入した可能性があると考えられるが、その状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、アグリハン島の北東方沖を航行中、主

機潤滑油系統の配管内に混入した細切れの本件ガスケットが、潤滑油

注油配管を閉塞したため、３番シリンダへの潤滑油注油量が減少し、

同シリンダの冷却が阻害され、焼き付いて主機の運転ができなくなっ

たことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・潤滑油系統の配管を定期的に点検し、本件ガスケット等の部品が

装着されていない場合はそのまま使用することなく、その所在を

確認し、適切に復旧するなど、必要な措置を行うこと。 

 

 


